
電気供給業を行う法人の事業税（収入金額課税）について

収入金額課税について （法７２条の２第１項第２号及び第３号、法７２条の１２）

電気供給業を行う法人の法人事業税の課税標準は、当該事業年度の収入金額とされています。
このため、再生可能エネルギー（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス）の固定価格買取

制度の実施などにより電気供給を開始した場合は、電気の供給を始めた事業年度から電気供給
業に該当し、法人事業税は、各事業年度の収入金額を課税標準とした収入割により申告してい
ただくことになります。

また、令和２年度及び令和３年度税制改正により、電気供給業のうち小売電気事業等、発電
事業等又は特定卸供給事業を行う法人は、令和２年４月１日以後に開始する事業年度（特定卸
供給事業を行う法人は、令和４年４月１日以後に終了する事業年度）から、資本金の額又は出
資金の額に応じて、収入金額と併せて所得金額又は付加価値額や資本金等の額を課税標準とし
て法人事業税額を算定し、申告していただくことになりました。

課税標準となる収入金額の算定

収入金額（課税標準） ＝ 収入すべき金額の総額 － 控除すべき金額

原則として、電気事業会計規則による収入（電気事業会計規則の適用がない場合は、これ
に準ずる方法により計算した収入）となります。主なものは次の収入になりますが、原則と
して電気供給業の事業収入にかかるすべての収入が含まれます。（通（県）第３章４の９の２）

❶各種電灯料収入 ❷各種電力料収入(新エネルギー等電気相当量を含む)
❸遅収加算料金 ❹せん用料金 ❺電球引換料 ❻配線貸付料
❼諸機器貸付料 ❽受託運転収入 ❾諸工料 ❿設備貸付料収入
⓫水力又はかんがい用水販売代等の供給雑益に係る収入
⓬事業税相当分の加算料金 等

各事業年度において収入することが確定した金額で、その事業年度の収入として経理され
るべきその事業年度に対応する収入となります。（通（県）第３章４の９の１）

※１）貸倒れが生じたとき又は値引きが行われたときは、貸倒れが生じた日又は値引きが行われた日の属する事業年度の収

入金額から控除してください。（通（県）第３章４の９の１）

※２）自ら電源開発等の事業を行うため建設仮勘定を設け、これを別個に経理している場合、当該建設仮勘定に供給した電

力に係る収入金額は自家消費に当たるため、収入金額に含めません。（通（県）第３章４の９の３）

※３）料金と併せて収入する消費税（地方消費税含む。以下同じ）の金額は、収入金額に含めません。

次の収入となります。

❶国又は地方団体から受けるべき補助金 ❷固定資産の売却による収入金額 ❸保険金
❹有価証券の売却による収入金額 ❺不要品の売却による収入金額
❻受取利息及び受取配当金 ❼需要者等から収納する工事負担金等
❽電気事業法第28条の40第２項の交付金
❾電気供給業を行う他の法人から電気の供給を受けて電気供給を行う場合に、供給を受け
た電気の料金として支払うべき金額に相当する収入金額

❿非ＦＩＴ非化石証書購入費相当額
⓫再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第36条の賦課金
⓬損害賠償金、投資信託に係る収益分配金、株式手数料、社宅貸付料

上記のほか、法附則等に規定されるもの

（例：電柱敷地料は控除すべき金額には含まれません。）

法：地方税法 通（県）：地方税法の施行に関する取扱いについて（道府県税関係）

収入すべき金額の総額

課税標準となる収入金額

控除すべき金額

（徳島県）



税率について

※特定卸供給事業を行う法人については、令和４年４月１日以後に終了する事業年度から上記税率が適用されます。

電気供給業注②、③とその他の事業注①を併せて行う場合

申告書及び申告書に添付する書類
小売電気事業等、発電事業等又は特定卸供給事業（以下「収入金額等課税事業」という。）注③を行う法人につい

ては、次の申告書を使用します。
○確定申告、中間申告・・・第６号様式（その２）
○予定申告・・・第６号の３様式（その２）、第６号の３様式（その２）次葉

確定申告及び中間申告を提出する際には、以下の書類の添付が必要となります。

【課税標準の算定関係】

○所得金額に関する計算書(第６号様式別表５)※ ○収入金額に関する計算書(第６号様式別表６)
○法人税法施行規則様式別表４（写） ○貸借対照表及び損益計算書
○雑収入の内訳書 ○その他（収入金額算定に関する基礎資料等）

【その他】（必要に応じて添付してください。）

○欠損金額及び災害損失金の控除明細書（第６号様式別表９）※
○課税標準の分割に関する明細書（第１０号様式）※【２以上の都道府県に事務所等を有する場合】
○所得金額に関する区分計算書（収入金額等課税事業注③と所得等課税事業等注①等を併せて行い申告する場合）

※収入金額等課税事業注③と所得等課税事業等注①等を併せて行う法人は、それぞれの事業で作成する必要があります。

【注】通（県）第３章の用語
①法第72条の２第１項第１号に掲げる事業（以下②、③及び④以外の事業税課税事業) : 所得等課税事業
②法第72条の２第１項第２号に掲げる事業（送配電事業・ガス供給業・保険業等) : 収入金額課税事業
③法第72条の２第１項第３号に掲げる事業（小売電気事業等・発電事業等・特定卸供給事業) : 収入金額等課税事業
④法第72条の２第１項第４号に掲げる事業（ 特 定 の ガ ス 供 給 業 ) : 特定ガス供給業

（徳島県）

区分 税目 課税標準

税率

令和元年10月１日以

後、令和２年３月31

日以前に開始する事

業年度

令和２年４月１日以

後に開始する事業年

度

電気供給業（小売電気事業等、発電事業

等及び特定卸供給事業を除く）
注②

 法人事業税収入割 収入金額   １．０％

 特別法人事業税 法人事業税収入割額 ３０．０％

電気供給業（小売電気事

業等、発電事業等及び特

定卸供給事業※）
注③

資本金の額又

は出資金の額

が１億円超の

普通法人

 法人事業税収入割 収入金額   １．０％ ０．７５％

 法人事業税付加価値割 付加価値額 － ０．３７％

 法人事業税資本割 資本金等の額 － ０．１５％

上記以外の法

人

 法人事業税収入割 収入金額   １．０％ ０．７５％

 法人事業税所得割 所得金額 － １．８５％

 特別法人事業税 法人事業税収入割額 ３０．０％ ４０．０％

原則

　次の事業部門ごとに区分計算を行い、それぞれの課

税標準額及び税額を算定してください。

○　電気供給業 
注②

　→　収入割 

○　電気供給業 （小売電気事業等、発電事業等、　

　特定卸供給事業）
注③

　→　収入割及び所得割（又

　は付加価値割、資本割）

○　その他の事業（所得等課税事業）
注①

　→　所得割（及び付加価値割、資本割）

　複数の事業部門に共通の収入金額又は経費

があるときは、これらの共通収入金額又は共

通経費を各事業部門の最も妥当と認められる

基準（例：売上金額など）によって按分計算

してください。（通（県）第３章４の９の５） 

例外

　主たる事業に比べ、従たる事業が社会通念上独立し

た事業部門とは認められない程度の軽微なものであ

り、主たる事業の附帯事業として行われていると認め

られる場合においては、従たる事業を主たる事業のう

ちに含めて、主たる事業の課税方式によって課税標準

額及び税額を算定することができます。（通（県）第３

章４の９の９）

　左記の“軽微なもの”の判定は、一般に従

たる事業の売上金額が主たる事業の売上金額

の１割程度以下であり、かつ、売上金額など

事業の経営規模の比較において従たる事業と

同種の事業を行う他の事業者と課税の公平性

を欠くことにならないものとされています。

（通（県）第３章４の９の９）



－ 電気供給業に係るQ&A －

Ｑ１ 自社の工場で発電した電気の一部分を工場敷地内にある子会社に供給しています。
この場合、法人事業税においては「電気供給業」に該当しますか？

Ａ１ 他の者への電気の供給であり、電気供給業に該当します。
法人事業税における「電気供給業」とは、現に電気を供給する実態のある事業をい

います。

Ｑ２ 電気供給に係る設備等を販売する事業は、法人事業税における電気供給業に該当
しますか？

Ａ２ 電気供給に係る設備等を販売する事業は、電気供給業ではなく、第１号事業となり
ます。
ただし、継続して電気供給業として第３号事業の申告を行っており、電気供給業の

用に供していた設備等を譲渡する場合は、電気供給業にかかる固定資産の譲渡として
取り扱います。

Ｑ３ 新しく電気供給業を開始しましたが、届出は必要ですか？
Ａ３ 事業の変更は届出事項ですので、「法人設立解散合併等変更届」によって、その旨

を届け出てください。なお、課税標準の計算方法が従前と変更になる場合があります
のでご注意ください。

Ｑ４ 電気供給業とその他の事業との区分計算を行う場合において、電気供給業とその
他の事業に共通する収入金額又は経費があるときはどうなりますか？

Ａ４ 電気供給業とその他の事業の両事業部門に共通する収入金額又は経費があるときは、
これらの共通収入金額又は共通経費を両事業部門の売上金額等最も妥当と認められる
基準（例：売上金額）によって按分してください。

Ｑ５ まだ電気供給を開始していない場合の事業年度の課税はどうなりますか？

Ａ５ 現に電気の供給を開始していない間は、法人事業税における「電気供給業」に該当
しないため、所得割（資本金１億円超の法人については、付加価値割及び資本割を含む）
により申告してください。
なお、当事業年度に欠損金額が生じたときは、第１号事業に係る欠損金として翌期

以降の第１号事業にかかる所得から控除することができます。

Ｑ６ 中間申告は必要ですか？

Ａ６ 収入割を申告する法人で事業年度が６月を超える法人は、法人事業税については、
必ず中間申告納付（予定申告又は仮決算に基づく中間申告）をすることとなっています。

Ｑ７ 主たる事業が電気供給業である法人です。無人の発電設備のみが設置されていて、
事務所又は事業所が所在しない県があります。この県にはどのように申告すべきで
しょうか？

Ａ７ 法人事業税は、事務所又は事業所の所在する都道府県に対して納税義務があります。
無人の発電設備は事務所又は事業所に該当しませんので、当該設備のみが所在する県
には申告義務はありません。

Ｑ８ 第１号事業と第３号事業を併せて行っている場合、欠損金の扱いはどのようにな
りますか？

Ａ８ 欠損金については、第１号事業に該当するものと第３号事業に該当するものに区分
して管理します。令和２年４月１日以後に開始する事業年度から、第３号事業につい
ても所得割が課されることとなりました（外形法人を除く）。これにより、第１号事
業にかかる所得（欠損）と第３号事業にかかる所得（欠損）を区分し、第１号事業に
かかる欠損金については、翌期以降の第１号事業にかかる所得から控除し、第３号事
業にかかる欠損金については、翌期以降の第３号事業にかかる所得から控除すること
ができます。なお、第１号事業と第３号事業を併せて行っている場合は、繰越欠損金
の明細（第６号様式別表９）を、第１号事業分と第３号事業分それぞれに、計２枚作
成する必要があります。

（徳島県）


